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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月20日(2012.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの携帯電話機での操作を必要とすることなく当該携帯電話機から車載ハンズフリ
ー装置への電話帳データの転送を行うための第１の電話帳データ転送プロトコルに対応し
ている携帯電話機との間で当該第１の電話帳データ転送プロトコルを接続可能な第１の電
話帳データ転送プロトコル接続手段と、
　ユーザの携帯電話機での操作を必要として当該携帯電話機から車載ハンズフリー装置へ
の電話帳データの転送を行うための第２の電話帳データ転送プロトコルに対応している携
帯電話機との間で当該第２の電話帳データ転送プロトコルを接続可能な第２の電話帳デー
タ転送プロトコル接続手段と、
　携帯電話機を用いたハンズフリー通信を行うためのハンズフリー通信プロトコルに対応
している携帯電話機との間で当該ハンズフリー通信プロトコルを接続可能なハンズフリー
通信プロトコル接続手段と、
　携帯電話機の電話帳データ転送プロトコルに対する対応状況を問合わせるための機能問
合プロトコルに対応している携帯電話機との間で当該機能問合プロトコルを接続可能な機
能問合プロトコル接続手段と、
　携帯電話機との間でハンズフリー通信プロトコルを前記ハンズフリー通信プロトコル接
続手段により接続させる場合に前記携帯電話機との間で機能問合プロトコルを前記機能問
合プロトコル接続手段により接続させ、前記携帯電話機から通知された機能問合応答を記
憶手段に記憶させる制御手段とを備え、
　前記制御手段は、ユーザが電話帳データの転送を指示する操作を操作手段により行った
場合に、前記記憶手段に記憶されている前記携帯電話機の機能問合応答を参照して第１の
電話帳データ転送プロトコル及び第２の電話帳データ転送プロトコルのうちいずれかを選
択して、その選択した電話帳データ転送プロトコルを使って前記携帯電話機から車載ハン
ズフリー装置へ電話帳を転送させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
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【請求項２】
　請求項１に記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記携帯電話機との間で機能問合プロトコルを前記機能問合プロトコ
ル接続手段により接続させてから規定時間が経過する前に前記携帯電話機から第１の電話
帳データ転送プロトコルに対応している旨が通知された場合に、前記携帯電話機が第１の
電話帳データ転送プロトコルに対応している旨を前記記憶手段に記憶させ、前記携帯電話
機との間で機能問合プロトコルを前記機能問合プロトコル接続手段により接続させてから
規定時間が経過する前に前記携帯電話機から第１の電話帳データ転送プロトコルに対応し
ている旨が通知されなかった場合及び前記携帯電話機から第１の電話帳データ転送プロト
コルに対応している旨が通知されることなく前記規定時間が経過した場合に、前記携帯電
話機が第１の電話帳データ転送プロトコルに対応していない旨を前記記憶手段に記憶させ
ることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項３】
　請求項１に記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記携帯電話機との間で機能問合プロトコルを前記機能問合プロトコ
ル接続手段により接続させてから規定時間が経過する前に前記携帯電話機から第１の電話
帳データ転送プロトコルに対応していない旨が通知された場合に、前記携帯電話機が第１
の電話帳データ転送プロトコルに対応していない旨を前記記憶手段に記憶させ、前記携帯
電話機との間で機能問合プロトコルを前記機能問合プロトコル接続手段により接続させて
から規定時間が経過する前に前記携帯電話機から第１の電話帳データ転送プロトコルに対
応していない旨が通知されなかった場合及び前記携帯電話機から第１の電話帳データ転送
プロトコルに対応していない旨が通知されることなく前記規定時間が経過した場合に、前
記携帯電話機が第１の電話帳データ転送プロトコルに対応している旨を前記記憶手段に記
憶させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記携帯電話機が第１の電話帳データ転送プロトコルに対応している
旨を前記記憶手段に記憶させた場合に、ユーザが電話帳データの転送を指示する操作を前
記操作手段により行わなくとも、前記携帯電話機との間で第１の電話帳データ転送プロト
コルを前記第１の電話帳データ転送プロトコル接続手段により接続させることを特徴とす
る車載ハンズフリー装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶されている前記携帯電話機の機能問合応答を参照
して第１の電話帳データ転送プロトコル及び第２の電話帳データ転送プロトコルに対応し
ているときには、第１の電話帳データ転送プロトコルを選択して前記携帯電話機から車載
ハンズフリー装置へ電話帳を転送させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項６】
　ユーザの携帯電話機での操作を必要とすることなく当該携帯電話機から車載ハンズフリ
ー装置への電話帳データの転送を行うための第１の電話帳データ転送プロトコルに対応し
ている携帯電話機との間で当該第１の電話帳データ転送プロトコルを接続可能な第１の電
話帳データ転送プロトコル接続手段と、
　ユーザの携帯電話機での操作を必要として当該携帯電話機から車載ハンズフリー装置へ
の電話帳データの転送を行うための第２の電話帳データ転送プロトコルに対応している携
帯電話機との間で当該第２の電話帳データ転送プロトコルを接続可能な第２の電話帳デー
タ転送プロトコル接続手段と、
　携帯電話機を用いたハンズフリー通信を行うためのハンズフリー通信プロトコルに対応
している携帯電話機との間で当該ハンズフリー通信プロトコルを接続可能なハンズフリー
通信プロトコル接続手段と、
　携帯電話機の電話帳データ転送プロトコルに対する対応状況を問合わせるための機能問
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合プロトコルに対応している携帯電話機との間で当該機能問合プロトコルを接続可能な機
能問合プロトコル接続手段と、
　携帯電話機との間でハンズフリー通信プロトコルを前記ハンズフリー通信プロトコル接
続手段により接続させる場合に前記携帯電話機との間で機能問合プロトコルを前記機能問
合プロトコル接続手段により接続させ、前記携帯電話機から通知された機能問合応答を記
憶手段に記憶させる制御手段とを備え、
　前記制御手段は、ユーザが電話帳データの転送を指示する操作を操作手段により行った
場合に、前記記憶手段に記憶されている前記携帯電話機の機能問合応答を参照して第１の
電話帳データ転送プロトコルに対応していれば、第１の電話帳データ転送プロトコル及び
第２の電話帳データ転送プロトコルのうち第１の電話帳データ転送プロトコルを使って前
記携帯電話機から車載ハンズフリー装置へ電話帳を転送させることを特徴とする車載ハン
ズフリー装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリー通信プロトコルを前記ハンズフリー
通信プロトコル接続手段による接続中に、前記携帯電話機との間で機能問合プロトコルを
前記機能問合プロトコル接続手段により接続させ、前記携帯電話機から通知された機能問
合応答を記憶手段に記憶させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項８】
　請求項１ないし６のいずれかに記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリー通信プロトコルを前記ハンズフリー
通信プロトコル接続手段により接続させた後に、前記携帯電話機との間で機能問合プロト
コルを前記機能問合プロトコル接続手段により接続させ、前記携帯電話機から通知された
機能問合応答を記憶手段に記憶させることを特徴とする車載ハンズフリー装置。
【請求項９】
　請求項１ないし８のいずれかに記載した車載ハンズフリー装置において、
　前記携帯電話機から通知される機能問合応答は、前記携帯電話機が前記第１の電話帳デ
ータ転送プロトコルに対応しているか否かの情報であることを特徴とする車載ハンズフリ
ー装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　請求項１に記載した発明によれば、制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリー通信
プロトコルをハンズフリー通信プロトコル接続手段により接続させる場合に携帯電話機と
の間で機能問合プロトコルを機能問合プロトコル接続手段により接続させ、携帯電話機か
ら通知された機能問合応答を記憶手段に記憶させる。そして、制御手段は、ユーザが電話
帳データの転送を指示する操作を操作手段により行うと、記憶手段に記憶されている携帯
電話機の機能問合応答を参照して第１の電話帳データ転送プロトコル及び第２の電話帳デ
ータ転送プロトコルのうちいずれかを選択し、その選択した電話帳データ転送プロトコル
を使って携帯電話機から車載ハンズフリー装置へ電話帳を転送させる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　これにより、携帯電話機が第１の電話帳データ転送プロトコルに対応している機種であ
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れば、携帯電話機の電話帳データ転送プロトコルに対する対応状況を問合せた直後に、ユ
ーザが電話帳データの転送を指示する操作を操作手段により行わなくとも、携帯電話機か
ら車載ハンズフリー装置に電話帳データを転送させることができ、携帯電話機に登録され
ている最新の電話帳データを車載ハンズフリー装置に登録させることができる。
　請求項５に記載した発明によれば、制御手段は、記憶手段に記憶されている携帯電話機
の機能問合応答を参照して第１の電話帳データ転送プロトコル及び第２の電話帳データ転
送プロトコルに対応しているときには、第１の電話帳データ転送プロトコルを選択して携
帯電話機から車載ハンズフリー装置へ電話帳を転送させる。
　次に、請求項６に記載した発明によれば、制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリ
ー通信プロトコルをハンズフリー通信プロトコル接続手段により接続させる場合に携帯電
話機との間で機能問合プロトコルを機能問合プロトコル接続手段により接続させ、携帯電
話機から通知された機能問合応答を記憶手段に記憶させる。そして、制御手段は、ユーザ
が電話帳データの転送を指示する操作を操作手段により行った場合に、記憶手段に記憶さ
れている携帯電話機の機能問合応答を参照して第１の電話帳データ転送プロトコルに対応
していれば、第１の電話帳データ転送プロトコル及び第２の電話帳データ転送プロトコル
のうち第１の電話帳データ転送プロトコルを使って携帯電話機から車載ハンズフリー装置
へ電話帳を転送させる。
　請求項７に記載した発明によれば、制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリー通信
プロトコルをハンズフリー通信プロトコル接続手段による接続中に、携帯電話機との間で
機能問合プロトコルを機能問合プロトコル接続手段により接続させ、携帯電話機から通知
された機能問合応答を記憶手段に記憶させる。
　請求項８に記載した発明によれば、制御手段は、携帯電話機との間でハンズフリー通信
プロトコルをハンズフリー通信プロトコル接続手段により接続させた後に、携帯電話機と
の間で機能問合プロトコルを機能問合プロトコル接続手段により接続させ、携帯電話機か
ら通知された機能問合応答を記憶手段に記憶させる。
　請求項９に記載した発明によれば、携帯電話機から通知される機能問合応答は、携帯電
話機が第１の電話帳データ転送プロトコルに対応しているか否かの情報である。
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